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本危機管理マニュアルについては、組織機構等の改正及び想定事例が変更となった

場合には、適時修正を行いながら対応する。 
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第１章 総則 

１ 目的 

大田市においては風水害等の自然災害及び流出油事故等の事故災害に係る復旧・復興   

にあたっての基本的な計画として『大田市地域防災計画』を、また新型インフルエンザ

対策として『大田市新型インフルエンザ対策行動計画』を策定している。 

水道施設事故及び水質事故の危機においても、生命維持や生活維持のための水の確保   

が求められるため、基幹的な水道施設の安全性の確保や重要施設等への給水の確保が重

要である、さらに危機管理についても、迅速に対応できる体制の確保が必要となって来

る。 

    このような事態を想定し、大田市水道事業(以下「水道事業」という。)における事故   

に特定した対策マニュアルを策定し、市民への安全で安心な水道水の安定供給を確保す

ることを目的とする。 

 

２ 基本方針 

    水道事業は、市民に安全な飲料水を供給することを目的とした重要なライフラインを 

管理運営する事業であることから、多様な危機を未然に防止し、危機発生時に迅速かつ

効率的な対応ができる体制及び関係機関や他都市との連携体制を構築する。 

 

３ 用語の定義 

   （１）危機    水道事業における市民の日常生活に重大な被害が生じ、又は生じる           

恐れがある事故その他の緊急の事態（表１）をいう。 

（２）危機管理  危機への対応及び危機の未然防止を図る一連の活動をいう。 

（３）関係機関  厚生労働省、島根県、自衛隊、行政機関、公共機関等をいう。 

 

表１ 危機の分類 

区   分 事     象 

施 設 事 故 

1 配水幹線事故等による断水・濁水等、凍結漏水事故 

2 水道管の異常を起因とする道路陥没 

3 浄水場、ポンプ場等の異常事態 

水 質 事 故 

4 原水の水質異常 

5 浄水処理における水質異常 

6 配水及び給水における水質異常 

そ の 他 

7 水道管の施工中及び既設施設管理中の事故 

8 施設の破壊テロ 

9 渇水時における断水及び節水対策 

※ 自然災害等大規模災害自然災害等大規模災害自然災害等大規模災害自然災害等大規模災害においては『大田市防災計画』に基づく「大田市職員災害時

マニュアル」に則り対応する。 

※ 新型インフルエンザ新型インフルエンザ新型インフルエンザ新型インフルエンザ発生時においては『大田市新型インフルエンザ対策行動計画』

に基づく「ライフライン(水道等)機能確保マニュアル」に則り対応する。
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 ４ 危機レベルの区分 

（１）１次体制   危機の範囲及び市民への影響が非常に小さく、上下水道部水道課

における対応で措置できる場合。 

（２）２次体制   危機の範囲及び市民への影響が比較的小さく、水道事業における 

対応で措置できる場合。 

（３）３次体制   危機の範囲及び市民への影響が比較的大きく、上下水道部におけ

る対応で措置できる場合。 

（４）４次体制   危機の範囲及び市民への影響が大きく、上下水道部及び関係部署

と情報交換を行うなど連携して対応する必要がある場合。 

（５）５次体制   危機の範囲及び市民への影響が非常に大きく、大田市全庁体制及

び関係機関の応援要請により対応する必要がある場合。 

※ 戸数に関わらず重要施設及び影響範囲の拡大によって危機管理レベルをアップさせ

ることとする。 

 

５ 危機レベルの決定及び初動体制の確立 

上下水道部長は、危機の状況に応じ、速やかに危機レベルを決定するものとする。 

また、危機レベルに応じた初動体制の確立を図ること。 

 

６ 危機レベルの移行 

上下水道部長は、危機の状況の推移に応じ、速やかに危機レベルを移行するものとす

る。 
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第２章 危機管理体制の整備 

１ 危機の未然防止対策の整備 

平常時から、多様な危機を未然に防止するための対策を講ずるものとする。 

（１）水道施設・設備の老朽管更新・耐震化 

経年化した水道施設・設備の更新、老朽化した配水管の布設替え、耐震管の採用、

自己水源系統と江の川用水供給事業系統との２系統の連絡管整備などの対策を実施 

し、水道施設の被災時における断水被害の軽減、早期復旧を図るための施設整備を 

推進する。 

（２）水源監視・施設警備 

水源の監視や水道施設の警備の強化及び関係機関との連携を強化するとともに、

情報収集に努める。 

（３）応急給水・応急復旧体制の整備 

危機発生時において、応急給水及び施設の応急復旧が、速やかに実施できるよう

水道事業全般にわたる体制整備を図る。（官民連携） 

 

２ 平常時の体制 

（１）危機発生時の連絡体制 

水道事業の各課、浄水場において、市内業者を含めた緊急時の連絡網を整備する。 

（２）情報収集 

所属長は、危機を未然に防止するため、日常業務を通じ予測される危機等に係る 

情報の収集に努め、当該情報の整理及び分析を行い危機の未然防止のために必要な

措置を講ずる。 

また、講じた措置については、上下水道部長に報告するとともに、水道技術管理

者へ報告する。 

（３）訓練等の実施 

危機発生時において、迅速かつ的確な現場対応能力の向上と関係機関との連絡・

強化を図るため、以下の防災訓練等を実施する。 

・三瓶浄水場の水質事故、機械トラブル等に対する訓練 

・江の川水系の水質事故、管路破損等に対する訓練 

・その他、大田市水道事業に潜在的に存在するトラブルに対する訓練 

（４）情報提供 

危機管理の施策について市民及び関係機関への情報提供を行い、危機を未然に防

止するとともに、危機発生時に必要な災害用飲料水の確保及び危機発生時の通報協

力等を得るための積極的な広報に努める。 

（５）マニュアルの整備 

各業務についての対策マニュアル等を整備するとともに、その内容について、適

宜確認のうえ改定するものとする。この場合、実践的かつ具体的な内容となるよう

関係部署との連携を図る。 
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第３章 危機発生時の対応 

１ 情報の収集及び伝達と被害想定の把握（初動体制） 

（１）危機状況の第一報が重要であることを認識し、発信元、受信者、発信時刻、取得

手段等を明らかにし、正確な記録に努める。 

（２）水道課長は、必要に応じて当該危機が発生した現場へ職員を派遣するなど、情報

の収集に努める。 

（３）情報の伝達は、レベルに合わせ情報入手後速やかに行う。 

（４）MAXでの被害想定を行い実態把握に努める。（範囲・世帯数・重要施設） 

（５）危機管理レベルの決定 

 

２ 対策本部の設置 

危機レベルに応じて、大田市水道施設事故等対策設置要綱（P.12）に基づく対策本部

を設置し、必要な情報分析と対応方針の決定にあたる。 

【危機管理対応基準】 

体 制(レベル) １ 次 ２ 次 ３ 次 ４ 次 ５ 次 

 被 害 範 囲 

の  目  安 

限定的 相当規模 広範囲 

49戸以下 50戸～99戸 100戸～499戸 500戸～999戸 1000戸以上 

市民生活への影響 比較的小さい規模 中程度の規模 大規模 

会  議（本部） 水 道 施 設 事 故 等 対 策 本 部 災害対策本部 

会議（本部）長 水道課長 上下水道部長 市  長 

対 応 形 態 水道課 水道課・管理課 上下水道部 関係部署 全庁体制 

事  務  局 上 下 水 道 部 水 道 課 危機管理課 

※戸数に関わらず重要施設及び影響範囲等を考慮して体制を決定するものとする。 

 

３ 職員の出動体制 

（１）本部長は、その状況に応じて職員に非常召集を発令し、非常勤務を命じる。 

（２）職員は、『職員動員組織図』に則り、参集する。 

（３）職員は、非常招集を受けない場合においても、テレビ、告知放送等の情報に注視

するとともに、危機の状況に応じて自発的参集あるいは上司の指示により自宅待機

とする。 

 

４ 対応方針の決定 

水道施設災害対策本部長は、速やかに対応方針を決定し指示を行う。 

 

５ 役割分担及び緊急配備 

各課等の役割分担は、別紙、『職員動員組織図』による。（P.15～P.20） 
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【事故発生時の初動対応・事故等対策本部の組織図（フロー図）】 

 

（対策本部の役割）（対策本部の役割）（対策本部の役割）（対策本部の役割）    

○ 全体の統括 

○ 被害状況の把握（断水範囲の認定・今後の見通し）  

○ 復旧状況把握 

○ 復旧対策の決定 

○ 復旧時間及び断水時間の決定 

○ 情報の統括（情報提供内容の決定、関係機関との情報交換、報道対応） 

○ 集合人員の把握 

       

６ 対策の実施（各班の用務） 

対策の実施にあたっては、次に定める各班の役割分担に基づき、必要な対策を実施す

る。 

実施した対策において重要な事項は、対策本部に報告するものとする。 

※被害の状況、断水時間を過小評価せず、最大値をもって報告すること。 

 

（１）総務班（１）総務班（１）総務班（１）総務班    

○ 事故等対策本部の設置・運営 

○ 資料の準備（重要施設等位置図・水道施設平面図・ゼンリン地図等） 

○ 被害状況の把握（断水範囲の認定・今後の見通し） 

 警　察（110通報）

 消　防（119通報）

１～３次体制１～３次体制１～３次体制１～３次体制

  報告

会議開催指示

危機管理課長 報告 （三瓶浄水場）

通報

 通報

１～５次体制１～５次体制１～５次体制１～５次体制 水　道　課

連絡

４～５次体制４～５次体制４～５次体制４～５次体制

災害対策本部災害対策本部災害対策本部災害対策本部

水道施設事故等水道施設事故等水道施設事故等水道施設事故等

対策本部対策本部対策本部対策本部

市長・副市長

復 旧 班復 旧 班復 旧 班復 旧 班 給 水 班給 水 班給 水 班給 水 班 車 輌 班車 輌 班車 輌 班車 輌 班 広 報 班広 報 班広 報 班広 報 班

浄水場班浄水場班浄水場班浄水場班

（状況により）（状況により）（状況により）（状況により）

（危機管理課） （水 道 課）

総 務 班総 務 班総 務 班総 務 班

情報提供

関係機関

（被害想定と危機管理レベルの決定）

（市民への第一報を即座に行う）

事故発生情報

（住民等）
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○ 復旧状況の把握 

○ 復旧対策の指導と決定（応急対策の指示） 

○ 復旧時間及び断水時間の確定 

○ 情報の統括・一元化（情報提供内容の決定、関係機関との情報交換、報道対応）、

情報の収集 

○ 集合人員の把握 

○ 各班との連絡調整 

○ 各部局、各種団体、関係機関への協力要請 

〇 被害・復旧の記録及び状況報告書の作成 

○ マスコミ総合窓口 

〇 水系統の切替決定と把握 

 

（２）施設復旧班（２）施設復旧班（２）施設復旧班（２）施設復旧班    

ア 管路の復旧及び応急対策の実施 

○ 事故原因の把握  

○ 管路・道路の被害規模の状況の把握（応急対策方法の検討）  

○ 断水範囲及び時間の把握及び応援の必要性  

○ 復旧資材の調達 

○ 復旧工事の実施と復旧関係業者との連携（応急工事を含む） 

○ 系統の切替（対策本部の指示） 

○ 給水の停止・開始（対策本部の指示） 

○ 洗管・排泥の作業 （濁度等水質確認） 

○ 通水の確認（貯水タンク・給水管等濁水の発生確認と復旧） 

○ 復旧作業の完了確認、報告 

〇 復旧業者との連絡調整 

 

イ 浄水施設の復旧 

○ 事故原因の把握  

○ 施設の被害状況の把握  

○ 受水・配水の調整 

○ 復旧資材の調達 

○ 復旧関係業者との連携 

○ 水質の管理（原水・浄水）  

○ 給水の停止・開始（対策本部の指示） 

○ 系統の切替（対策本部の指示） 

○ 水質安全の確認 

○ 復旧作業の完了確認 

○ 施設の安全確認 
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ウ 水質(異臭味等)の復旧 

○ 事故原因の把握 

○ 水質の改善（薬品処理等） 

○ 受水・配水の調整 

○ 排水の作業 

○ 給水の停止・開始（対策本部の指示） 

○ 系統の切替（対策本部の指示） 

○ 水質の管理（原水・浄水：水質検査） 

○ 水質安全の確認 

 

（３）給水班（３）給水班（３）給水班（３）給水班    

ア 本部班 

○ 断水範囲・復旧状況・復旧見通しの把握 

○ 給水所・給水方法・給水時間の計画及び決定 

○ 給水用具(ポリタンク・給水袋)の配置計画 

○ 医療・福祉施設・学校・工場等の大口利用者の把握と給水計画 

○ 給水所の変更・解除 

○ 生活弱者への直接給水の把握と実施 

○ 受水槽設置者に対し水槽点検、水質チェック、バルブ開閉栓の依頼 

 

イ 現場班 

○ 給水用具の搬出運搬 

○ 給水所の体制整備 

○ 医療・福祉施設等への給水（車輌・現場班との連携） 

○ 生活弱者への直接給水 

 

ウ 応急給水の目標（災害時） 

事故発生からの期間 目 標 水 量 水 量 の 根 拠 

1．事故発生～3日 3ℓ/人･日 生命維持に最小限必要な水量 

2．～10日 20ℓ/人･日 炊事･洗面･トイレなどの最低生活に必要な水量 

3．～15日 100ℓ/人･日 通常の生活で不便であるが生活可能な必要な水量 

4．～21日 250ℓ/人･日 ほぼ通常の生活に必要な水量 

 

（４）浄水場班（４）浄水場班（４）浄水場班（４）浄水場班    

○ 事故状況により、漏水量が増加した場合、浄水場からの送水量の増量等の運

転管理、及び配水地等の監視報告を行う。
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（５）車輌班（５）車輌班（５）車輌班（５）車輌班    

ア 本部班 

○ 給水車輌の確保（給水タンクを含む） 

○ 広報車輌の確保 

○ 運転手の確保（２ｔダンプ） 

 

イ 現場班 

○ 給水用車輌の運転（２ｔダンプ） 

○ 医療・福祉施設等への給水補助 

○ 各種資材運搬 

 

（６）広報班（６）広報班（６）広報班（６）広報班    

ア 本部班 

○ 事故原因・被害状況・復旧状況・復旧見通しの把握 

○ 断水範囲・給水場所・給水方法・給水時間の把握 

○ 状況に応じた広報用原稿の作成（総務班と調整） 

 

イ 広報車班 

○ 住民への広報活動 

○ 住民への給水活動（300ℓタンク移動給水） 

（注）広報車による街宣は、一旦車両を停車し行い、100～200ｍ移動し、再び街宣を行う。 

深夜、早朝（23：00～5：00）での街宣は、生命、財産の危機等、緊急時以外は行

わない。 

なお、断水時間変更の場合は可能とする。 

 

ウ 電話対応班 

○ 問合せの対応（苦情電話等対応） 

○ 問合せ内容の記録・報告（他班との調整） 

○ 勤務時間外の電話交換 

○ 直通電話の確保（上下水道部） 

管 理 課 業 務 係 水 道 課 三 瓶 浄 水 場 

８３－８１１２ ８３－８１１４ ８４－９３３６ 

 

エ 情報提供班（情報収集） 

○ 大田市ホームページへの掲載 

○ 石見銀山テレビでの広報（告知・データ放送・テロップ） 

○ 防災行政無線での広報 

○ 自治会長・民生児童委員への連絡（生活弱者の把握） 

〇 各種施設、生活弱者からの情報収集



9 

 

○ 医療・福祉施設への連絡 

○ 大口使用者への連絡 

○ 学校・幼稚園・保育園・給食センター等への連絡 

○ 市議会議員への連絡 

○ マスコミへの情報発信 

〇 給水班・広報班への情報伝達 

○ 島根県健康福祉部薬事衛生課、県央保健所への情報提供 

 

７ 応援要請 

危機レベルに応じて、自治会長・民生委員・民間業者の協力を得、混乱を未然に防ぐ、

また、５次体制の状況に応じては、関係機関に応援を要請し、被害の拡大防止を図る。 

 

【主な関係機関】 

主 な 関 係 機 関 主 な 役 割 

 厚生労働省健康局   災害情報、被害情報等伝達及び報告 

 島根県健康福祉部薬事衛生課  災害情報、被害情報等伝達及び報告、応援要請  

 県央保健所  災害情報、被害情報等伝達及び報告、応援要請  

 日本水道協会島根県支部  災害情報、被害情報等伝達及び報告、応援要請  

 大田市水道協会  応急活動要請（人的要請・資材調達）  

 近隣市町   応急活動要請（人的要請・資材調達） 

自衛隊 応急活動要請（人的要請） 

 

８ 市民等への周知 

事故発生時の情報の不足及び混乱から生ずる市民及び事業者の不安を軽減・解消する

ため、事故の発生状況や応急対策の実施状況、今後の見通し等について報道機関やホー

ムページ、広報車等の様々な広報手段を用いて、徹底した市民周知を行う。 

 

９ 市民への情報伝達順序 

1. 事故発生時における早期情報伝達（場所・時間・規模を発生から30分以内） 

2. 想定される断水範囲と断水時間。（各家庭での水の確保のお願い等を含め 

1時間以内） 

3. 事故の原因、確定した断水範囲、断水時間の伝達（2時間以内） 

4. 復旧の見通しや断水時間について断続的に情報提供（1時間に1回程度）、断水時間

の変更 

5. 事故復旧のお知らせ、通水開始時間のお知らせと、各家庭での濁水排除方法 

6. 断水解除のお知らせと、各家庭での濁水排除のお願い
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第４章 事後の対策 

１ 危機収束後の対策 

次に掲げるところにより、市民生活の早期安定及び都市機能の円滑な回復並びに再発

防止の措置を講ずる。 

（１）安全が確認された場合は、その旨を市民に周知するとともに速やかに報道機関に

情報提供する。 

（２）危機により生じた市民の不安の解消及び安心の回復を図るため、幅広い情報伝達

手段を用いて周知に努める。 

（３）施設に被害が生じた場合は関係機関と連携し、早急に復旧に努める。 

（４）危機の対応など、その状況を記録し、課題を整理する。 

（５）危機の収束後、発生した危機対応状況等について検証を行い、再発防止措置を講

ずるとともに、必要に応じて、マニュアルの見直しを行う。 

（応急給水用装備品一覧）（応急給水用装備品一覧）（応急給水用装備品一覧）（応急給水用装備品一覧）    

品    目 目標数 現況数 備     考 

1. 給水車 ２トン車 2台 0台 民間借り上げ含む（加圧式） 

2. 給水タンク2000ℓ  2基  0基   

3. 給水タンク1000ℓ  3基  3基 1200ℓ×2基、1000ℓ×1基（三瓶浄水場） 

4. 給水タンク600ℓ  2基  1基 温泉津支所1基 

5. 給水タンク300ℓ  2基  2基 軽自動車積み込み用（三瓶浄水場） 

6. ダンプトラック2ｔ車  7台  1台 民間借り上げ含む 

7. ポリタンク 20ℓ 500個 390個 

10ℓ含む（三瓶浄水場326、仁摩 43、温泉津12、

本庁9） 

8. 給水ポリ袋 6ℓ 2,000枚 2,200枚 三瓶浄水場1,800枚、本庁400枚 

9. 給水ポリ袋 10ℓ 200枚  200枚 三瓶浄水場200枚 

10.  応急給水栓  2基 本庁 2基 

11. ポンプ  2台  1台   

12. 発電機  2台  1台   

13. 投光機  3台  3台   

※危機管理課：給水ポリ袋 1,000枚（各支所200枚、消防600枚） 

※応急給水用装備品格納は基本的に三瓶浄水場とする。 

※各支所への応急給水用装備品格納はこの内より適宜配置する。 

※まちづくりセンターへの配備は防災計画と調整を行う。 

※飲料水は1人3ℓ/日とし、1世帯給水ポリ袋6×3枚、ポリタンク20ℓは1個/戸 

※トイレ用水は、お風呂貯留水もしくは学校プール・河川水とする。 

※給水所設置の目安は半径500ｍに1か所とする。 
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（江の川水道用水事業に係る災害及び事故）（江の川水道用水事業に係る災害及び事故）（江の川水道用水事業に係る災害及び事故）（江の川水道用水事業に係る災害及び事故）    

江の川用水事業に係る施設において災害及び事故が発生した場合には、市内における給

水量の50％約7,000戸がストップすることとなり多大な影響が発生する。 

施設としては、送水管が全体延長49.06㎞の内、大田市が30.92㎞あり、管種はダクタイ

ル鋳鉄管φ350～φ500である。また調整池として仁摩調整池1ヶ所がある。 

この施設の管理者は島根県企業局であったが、平成28年4月に大田市・江津市境から大田

市分の設備は島根県から大田市に移管を受けており、この設備に災害及び事故が発生した

場合には、本危機管理マニュアルに従い大田市が主体となり対応に当たるものである。 

特に本送水管は沿岸部にあるため、水管橋部が震災時の津波被害を受けることは確実で

あり、これまでの震度によるレベル１．２想定以外の津波被害を考慮に入れた対策を講じ

る必要がある。
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大田市水道施設事故等対策本部設置要綱大田市水道施設事故等対策本部設置要綱大田市水道施設事故等対策本部設置要綱大田市水道施設事故等対策本部設置要綱    

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が設置する「大田市水道施設事故等対策本部」（以下「対策本部」

という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置） 

第２条 対策本部は、市内において発生した水道施設の事故等（以下「水道施設事故等」と

いう。）に対し、必要な復旧措置を迅速かつ的確に実施するため、設置するものとする。 

 

（組織） 

第３条 対策本部は、危機レベルの区分（表１）に応じた、本部長、副本部長及び本部員を

もって組織する。 

２ 本部長は会務を総理する。本部長不在の時は副本部長が代わって会務を行うものとする。 

３ 対策本部内に、「事務局」を設け、総務班長、本部班長、現場班長及び班員を置く。 

４ 本部長は、「連絡調整会議」（以下「調整会議」という。）を設置するものとする。 

５ 前項の調整会議の委員は、総務班員、本部班員とする。 

 

【表１：危機レベルの区分】 

体制(レベル) １ 次 ２ 次 ３ 次 ４ 次 ５ 次 

被 害 範 囲 

限 定 的 相当規模 広 範 囲 

49 戸以下 50 戸～99 戸 100 戸～499 戸 500 戸～999 戸 1000 戸以上 

影響の規模 比較的小さい規模 中程度の規模 大 規 模 

本 部 長 水 道 課 長 上下水道部長 上下水道部長 市     長 市     長 

副 本 部 長 

水 道 課 長 補 佐 水 道 課 長 水 道 課 長 副   市   長 副   市   長 

  

  教   育   長 教   育   長 

本 部 員 

 管 理 課 長 管 理 課 長 政策企画部長 政策企画部長 

   下 水 道 課 長 総 務 部 長 総 務 部 長 

   健康福祉部長 健康福祉部長 

    環境生活部長 環境生活部長 

      産業振興部長 産業振興部長 

      建  設 部 長 建 設 部 長 

      教  育 部 長 教 育 部 長 

      議会事務局長 議会事務局長 

     消 防 部 長 消 防 部 長 

     (温泉津支所長) 病院事務部長 

     (仁摩支所長) 温泉津支所長 

     上下水道部長 仁 摩 支 所 長 

        上下水道部長 

事 務 局 長 水道技術管理者 水道技術管理者 水道技術管理者 危機管理課長 危機管理課長 

事 務 局 員        危機管理課職員 危機管理課職員 
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（所掌事務） 

第４条 本部長は、本部員に次の各号に掲げる事項を処理させる。 

(1) 水道施設事故等の情報収集に関すること。 

(2) 利用者への広報及び相談に関すること。 

(3) 復旧業務の実施に関すること。 

(4) 他団体への応援要請の決定に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、復旧対策上必要な事項に関すること。 

２ 事務局長は、総務班長、本部班長、現場班長及び班員に、次の各号に掲げる事項を処理

させるものとする。 

(1) 関係機関との連絡調整に関すること。 

(2) 調整会議に関すること。 

(3) 利用者、報道、関係者からの問合せ及び相談に関すること。 

(4) 復旧業務の実施に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、復旧対策上必要な事項に関すること。 

 

（会議） 

第５条 対策本部の会議は、本部長が招集する。 

２ 本部長は、必要に応じて対策本部の会議に関係者の出席を求め、説明または意見を聞く

ことができる。 

３ 事務局及び調整会議の会議は、事務局長が招集し、その議長となる。 

 

（関係機関との連絡及び協力要請） 

第６条 事務局長は、関係機関と連絡を緊密にするとともに関係機関に協力を要請する必要

があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむ

を得ないと認める場合は、直接関係機関に強力を要請することができる。この場合におい

て、事後直ちに本部長に報告しなければならない。 

 

（対策本部の解散） 

第７条 本部長は、水道施設事故等が終息したと判断するときは、対策本部を解散するもの

とする。 

 

（設置場所及び庶務） 

第８条 対策本部は、大田市役所に置き、対策本部の庶務は事務局において行うものとする。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののはか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に 

定める。 

 

附則 

この要綱は平成２３年６月２０日から施行する。 

附則 

この要綱は平成２６年４月１日から施行する。 
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附則 

この要綱は平成２７年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は平成２８年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は平成２９年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は平成３０年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は平成３１年４月１日から施行する。 



 ・状況報告  ・給水作業

 ・資材調達  ・自治会長へ連絡

 ・復旧作業  

 ・洗管作業

 ・通水確認 　　・告知放送

 ・広報活動 　

 ・水道業者と連携  ・給水ポイント(1箇所)

 ・関係機関と調整  ・広報車：1台

　（兼：移動給水）

現場班長 課長補佐 (1)

用　務

《周知：三瓶浄水場》

付　記

班　員

施 設 係 員  (5)

計 画 係 員  (4)

現 場 班

施　　設　　復　　旧　　班施　　設　　復　　旧　　班施　　設　　復　　旧　　班施　　設　　復　　旧　　班

（ 兼務：給水・広報班 ）（ 兼務：給水・広報班 ）（ 兼務：給水・広報班 ）（ 兼務：給水・広報班 ）

(10)

事故等事故等事故等事故等

　副本部長：（課長補佐）

11

施 設 係 5

計 画 係 4

対 策対 策対 策対 策

本 部本 部本 部本 部

(1) 　事務局長：（水道技術管理者）

職 員 動 員 組 織 図職 員 動 員 組 織 図職 員 動 員 組 織 図職 員 動 員 組 織 図 １次体制１次体制１次体制１次体制

　本 部 長：水道課長

動 員 本    部 1

総 数 課長補佐 1

１５



 ・状況報告  ・給水作業

 ・資材調達  ・関係施設へ給水

 ・復旧作業  ・自治会長へ連絡

 ・洗管作業

 ・通水確認 　　・告知放送

 ・広報活動 　　

 ・水道業者と連携  ・給水ポイント：2箇所

 ・関係機関と調整  ・給水車輌：1台

 ・広報車：1台

　（兼：移動給水）

用　務

《放送：三瓶浄水場》

付　記

現場班長

班　員

課長補佐 (1)

施 設 係 員  (5)

計 画 係 員  (4)

業 務 係 長 

業 務 係 員 

管 理 係 員 

(1)

(1)

(4)

(3)

　事務局長：（水道技術管理者）

現 場 班

施 設 復 旧 班施 設 復 旧 班施 設 復 旧 班施 設 復 旧 班

給 水・広 報 班給 水・広 報 班給 水・広 報 班給 水・広 報 班

（兼務：広報班）（兼務：広報班）（兼務：広報班）（兼務：広報班）

(10) (6)

本 部本 部本 部本 部

　本 部 員：管理課長

管 理 係 4

業 務 係 2

対 策対 策対 策対 策   副本部長：水道課長 19

施設係 5

計画係 4

職 員 動 員 組 織 図職 員 動 員 組 織 図職 員 動 員 組 織 図職 員 動 員 組 織 図 ２次体制２次体制２次体制２次体制

事故等事故等事故等事故等

　本 部 長：上下水道部長

動 員 本    部 3

総 数 課長補佐 1

１６



 本 部 長 ： 上下水道部長

 副本部長 ： 水道課長

 本 部 員 ： 管理課長・下水道課長

 事務局長 ：（水道技術管理者）

 ・状況報告  ・給水作業  ・住民等への周知

 ・資材調達  ・関係施設へ給水  ・自治会長へ連絡

 ・復旧作業  ・車輌の配備  ・移動給水作業

 ・洗管作業

 ・通水確認 　　・告知放送

 ・広報活動 ・電話交換対応

・問い合わせ対応

 ・水道業者と連携  ・広報車：2台

 ・関係機関と調整  ・給水車輌：2台 　（兼：移動給水）

付　記

 ・給水ポイント：3箇所

現場班長 業 務 係 長  (1)

用　務

班　員

水道課職員 (9)

下水道課職員 (2)

課長補佐 (1)

《放送：三瓶浄水場》

現 場 班

施設復旧班施設復旧班施設復旧班施設復旧班 給　水　班給　水　班給　水　班給　水　班 広　報　班広　報　班広　報　班広　報　班

(12) (7) (4)

(1)

(3)管理課職員 (2)

下水道課職員 (4)

管 理 課 7

(4) 下水道課 6

管 理 係 長

管理課職員 

職 員 動 員 組 織 図職 員 動 員 組 織 図職 員 動 員 組 織 図職 員 動 員 組 織 図 ３次体制３次体制３次体制３次体制

事故等事故等事故等事故等

動 員 本    部 4

対 策対 策対 策対 策 総 数 水 道 課 10

本 部本 部本 部本 部

27

１７



 本 部 長 ： 市長

 副本部長 ： 副市長・教育長

 本 部 員 ： 政策企画部長・総務部長・健康福祉部長・環境生活部長

 産業振興部長・建設部長・教育部長・議会事務局長・消防部長 ・ 

 上下水道部長（総括）

 事務局長 ： ( 危機管理課長 )

 事務局員 ： ( 危機管理課職員3 )

・車輌の配備

・車輌の借上

・運転手の確保

・状況報告 ・住民への周知 ・電話交換対応

・資材調達 ・給水作業 ・移動給水作業 ・問合せ対応

・復旧作業 ・直通電話の確保

・洗管作業 　　　５台以上

・通水確認

・水道業者と連携 ・給水ポイント：7箇所 ・給水車：3台配備 ・広報車：3台 ・適切な情報提供

・関係機関と調整 ・給水タンク：3台

（P.6） （P.7） （P.8） （P.8） （P.8） （P.8・9） （P.8・9）

（支所職員　(2)）

総務部職員    (2)

下水道課職員  (2) 環境生活部職員(2)

・福祉施設へ連絡

・大口使用者へ連絡

・学校等へ連絡

・市議会議員へ連絡

付　記

・適切な情報提供

と生活弱者の把握

及び情報収集

・関係班へ情報伝達

・広報車：3台確保 （兼：移動給水）

用　務

・市ホームページ ・給水班・広報班

への情報伝達・石見銀山テレビ放送

・医療施設へ給水 ・防災行政無線 ・自治会長へ連絡

・福祉施設へ給水 ・民生委員へ連絡

・医療施設へ連絡

下水道課職員 (2)

総務部職員    (3)

教育部職員　　(3)

産業振興部職員(2)

健康福祉部職員(3) 教育部職員　　(2)

班　員

水道課職員  (7)

管理課職員　　(2)

管理課職員  (1) 総務課職員    (1) 政策企画課職員(2)

産業振興部職員(3) 議会事務局職員(1)

建設部職員    (6) （支所職員　(2)） （支所職員　(2)）

水道経験職員 (3)

建設部職員  (4)

(13)

現場班長 施設係長(1) 各現場職員 下水道課職員 (1) 管理課職員    (1) 管理課職員  (1) 管理課職員    (1)

現 場 班

施設復旧班施設復旧班施設復旧班施設復旧班 給　水　班給　水　班給　水　班給　水　班 広報車班広報車班広報車班広報車班 電話対応班電話対応班電話対応班電話対応班 情報提供班情報提供班情報提供班情報提供班

(13) (19) (6) (5)

管理課長   (1)

班　員 水道課職員 (1) 下水道課職員 (1)

管財課職員   (1)

管理課職員 (1)

給水運転職員 (3)

（場所・用具） （給水車・広報車）

本部班長 水道課補佐 (1) 下水道課長   (1) 管財課長     (1)

(人 員） (15) (21) (5) (26)

用  務 応急復旧計画の策定

給水計画の策定 車輌配備計画の策定

情報伝達方法の決定

状況把握・関係機関への情報提供・マスコミ対応 その他職員 6

情報の収集および一元化

本 部 班 復 　旧　 班復 　旧　 班復 　旧　 班復 　旧　 班 給　 水　 班給　 水　 班給　 水　 班給　 水　 班 車 　輌　 班車 　輌　 班車 　輌　 班車 　輌　 班 広 　報　 班広 　報　 班広 　報　 班広 　報　 班
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本 部本 部本 部本 部 環境生活部 2

(17)

産業振興部 5

建　設　部 10

・メール配信サービス

職　員　動　員　組　織　図職　員　動　員　組　織　図職　員　動　員　組　織　図職　員　動　員　組　織　図 ４次体制４次体制４次体制４次体制

動　員 本　　　部 17

災 害災 害災 害災 害 総　数 政策企画部 2

対 策対 策対 策対 策

85

総　務　部 8

健康福祉部 3

教　育　部 5

　　　総　　　務　　　班　　　　　総　　　務　　　班　　　　　総　　　務　　　班　　　　　総　　　務　　　班　　(1) 議会事務局 1

 （水道技術管理者）・水道課長 上下水道部

１８



 本 部 長 ： 市長

 副本部長 ： 副市長・教育長

 本 部 員 ：政策企画部長・ 総務部長・健康福祉部長・環境生活部長

　・産業振興部長・建設部長・教育部長・議会事務局長・消防部長・病院事務部長

　・上下水道部長（総括）

 事務局長 ： ( 危機管理課長 )

 事務局員 ： ( 危機管理課職員3 )

・車輌の配備

・車輌の借上

・運転手の確保

政策企画部職員(5)

・状況報告 ・状況報告 ・電話交換対応

・資材調達 ・資材調達 ・給水作業 ・住民への周知 ・問合せ対応

・復旧作業 ・復旧作業 ・移動給水作業 ・直通電話の確保

・洗管作業 ・流量調整 　　　10台以上

・通水確認 ・水質調整

・水道業者と連携 ・施工業者と連携 ・給水車：6台配備

・関係機関と調整 ・関係機関と調整 ・給水タンク：6台 ・広報車：6台 ・適切な情報提供 ・適切な情報提供

・連絡応援車：2台

（P.6） （P.6） （P.7） （P.8）

（P.8） （P.8） （P.8・9） （P.8・9）

・生活弱者の把握

及び伝達

・医療施設へ連絡

・福祉施設へ連絡

・大口使用者へ連絡

・学校等へ連絡

・市議会議員へ連絡

付　記

・給水ポイント：20箇所

・広報車：6台確保 ・関係班へ情報伝達

（兼：移動給水）

用　務

・市ホームページ ・給水班・広報班

への情報伝達・石見銀山テレビ放送

・医療施設へ給水 ・防災行政無線 ・自治会長へ連絡

・福祉施設へ給水 ・民生委員へ連絡・メール配信サービス

建設部職員    (10) （支所職員　(2)） （支所職員　(2)） （支所職員　(2)）

総務部職員    (11) ・下水道課軽バン④

教育部職員　　(12)

教育部職員　　 (3)

（支所職員　(2)）

総務部職員     (3)

水道課職員   (2)

下水道課職員  (2) ・水道課　軽バン④ 環境生活部職員 (5)

・管理課　軽バン① 産業振興部職員 (5)

議会事務局職員 (2)

産業振興部職員(10)

水道課職員  (2)

管理課職員　　(2) ・水道課　軽トラ①

管理課職員  (1) 総務課職員    (2) 政策企画課職員(2)

水道経験職員 (5)

健康福祉部職員(10) 計 10台

水道経験職員 (5)

下水道課職員 (2) 建設部職員  (10)

(10)

現場班長 計画係長 (1) 各現場職員 上下水道部保有車 下水道課職員 (1) 管理課職員  (1)

情報提供班情報提供班情報提供班情報提供班

(10) （水質事故）（水質事故）（水質事故）（水質事故） (50) (12) (15) (22)

現 場 班

管路復旧班管路復旧班管路復旧班管路復旧班 浄水施設復旧班浄水施設復旧班浄水施設復旧班浄水施設復旧班 給　水　班給　水　班給　水　班給　水　班 広報車班広報車班広報車班広報車班 電話対応班電話対応班電話対応班電話対応班

管理課職員    (1) 管理課職員    (1)

施設第二係長  (1)

班　員

管理課長   (1)

班　員 水道課職員 (1) 下水道課職員 (1)

管財課職員   (3)

管理課職員 (1)

給水運転職員 (6)

（場所・用具） （給水車・広報車）

本部班長 水道課補佐 (1) 下水道課長   (1) 管財課長     (1)

(人 員） (22) (52) (10) (51)

用  務 応急復旧計画の策定

給水計画の策定 車輌配備計画の策定

情報伝達方法の決定

状況把握・関係機関への情報提供・マスコミ対応 その他職員 16

情報の収集および一元化

本 部 班 復 　旧　 班復 　旧　 班復 　旧　 班復 　旧　 班 給　 水　 班給　 水　 班給　 水　 班給　 水　 班 車 　輌　 班車 　輌　 班車 　輌　 班車 　輌　 班 広 　報　 班広 　報　 班広 　報　 班広 　報　 班

 （水道技術管理者）・水道課長 上下水道部 26

本 部本 部本 部本 部 環境生活部 5

(18)

産業振興部 15

建　設　部 20

対 策対 策対 策対 策

154

総　務　部 20

健康福祉部 10

教　育　部 15

　　　総　　　務　　　班　　　　　総　　　務　　　班　　　　　総　　　務　　　班　　　　　総　　　務　　　班　　(1) 議会事務局 2

職　員　動　員　組　織　図職　員　動　員　組　織　図職　員　動　員　組　織　図職　員　動　員　組　織　図 ５次体制５次体制５次体制５次体制

動　員 本　　　部 18

災 害災 害災 害災 害 総　数 政策企画部 7

１９



応援体制：４･５次体制応援体制：４･５次体制応援体制：４･５次体制応援体制：４･５次体制

《事故発生場所：大田地区内》《事故発生場所：大田地区内》《事故発生場所：大田地区内》《事故発生場所：大田地区内》

政策企画課 2 広　報　班 ② ・ホームページ掲載、防災行政無線・石見銀山テレビ告知放送に関すること

その他 4 給　水　班 ④ ・給水班：指定された給水場所での給水作業に関すること

動　員　計 2 動　員　計 6

総　務　課 1 広　報　班 ① 総　務　課 2 広　報　班 ② ・時間外における電話交換業務に関すること

管　財　課 2 車　輌　班 ② 管　財　課 4 車　輌　班 ④ ・給水車両(2ｔ車)の配備(3台～6台)、運転手の確保(3人～6人)、広報車の確保(3台～6台)に関すること

給　水　班 ③ 給　水　班 ⑪ ・給水班：指定された給水場所での給水作業に関すること

広　報　班 ② 広　報　班 ③ ・広報班：該当区域内の自治会長への連絡・協力依頼に関すること

動　員　計 8 動　員　計 20

健 康 福 祉 部 動　員　数 3 給　水　班 ③ 動　員　数 10 給　水　班 ⑩ ・給水班：指定された給水場所での給水作業に関すること

環 境 生 活 部 動　員　数 2 広　報　班 ② 動　員　数 5 広　報　班 ⑤ ・広報班：該当区域内の民生委員、医療・福祉施設への連絡・協力依頼に関すること

給　水　班 ③ 給　水　班 ⑩ ・給水班：指定された給水場所での給水作業に関すること　

広　報　班 ② 広　報　班 ⑤ ・広報班：該当区域内の大口使用者への連絡・協力依頼に関すること

給　水　班 ⑥ 給　水　班 ⑩ ・給水班：指定された給水場所での給水作業に関すること

広　報　班 ④ 広　報　班 ⑩ ・広報班：広報車による周知に併せ、移動給水作業に関すること

教 育 部 動　員　数 5 広　報　班 ⑤ 動　員　数 15 広　報　班 ⑮ ・利用者からの問合せ対応及び学校等関係機関への連絡・協力依頼に関すること

議 会 事 務 局 動　員　数 1 広　報　班 ① 動　員　数 2 広　報　班 ② ・広報班：市議会議員への連絡・協力依頼に関すること

水道経験職員 3 施設復旧班 ③ 水道経験職員 10 施設復旧班 ⑩ ・施設復旧作業に関すること

給水車運転員 3 車　輌　班 ③ 給水車運転員 6 車　輌　班 ⑥ ・給水車両(2ｔ車)の運転及び給水作業に関すること

給  水  班 15 給  水  班 45

広  報  班 19 広  報  班 44

車  輌  班  5 車  輌  班 10

施設復旧班  3 施設復旧班 10

《事故発生場所：仁摩地区内、又は、温泉津地区内》《事故発生場所：仁摩地区内、又は、温泉津地区内》《事故発生場所：仁摩地区内、又は、温泉津地区内》《事故発生場所：仁摩地区内、又は、温泉津地区内》

政策企画課 2 広　報　班 ② ・ホームページ掲載、防災行政無線・石見銀山テレビ告知放送に関すること

その他 4 給　水　班 ④ ・給水班：指定された給水場所での給水作業に関すること

動　員　計 2 動　員　計 6

総　務　課 1 広　報　班 ① 総　務　課 2 広　報　班 ② ・時間外における電話交換業務に関すること

管　財　課 2 車　輌　班 ② 管　財　課 4 車　輌　班 ④ ・給水車両(2ｔ車)の配備(3台～6台)、運転手の確保(3人～6人)及び広報車の確保(3台～6台)に関すること

給　水　班 ③ 給　水　班 ⑪ ・給水班：指定された給水場所での給水作業に関すること

広　報　班 ② 広　報　班 ③ ・広報班：該当区域内の自治会長への連絡・協力依頼に関すること

動　員　計 8 動　員　計 20

健 康 福 祉 部 動　員　数 3 給　水　班 ③ 動　員　数 10 給　水　班 ⑩ ・給水班：指定された給水場所での給水作業に関すること

環 境 生 活 部 動　員　数 2 広　報　班 ② 動　員　数 5 広　報　班 ⑤ ・広報班：該当区域内の民生委員、医療・福祉施設への連絡・協力依頼に関すること

給　水　班 ③ 給　水　班 ⑩ ・給水班：指定された給水場所での給水作業に関すること　

広　報　班 ② 広　報　班 ⑤ ・広報班：該当区域内の大口使用者への連絡・協力依頼に関すること

給　水　班 ⑥ 給　水　班 ⑩ ・給水班：指定された給水場所での給水作業に関すること

広　報　班 ④ 広　報　班 ⑩ ・広報班：広報車による周知に併せ、移動給水作業に関すること

教 育 部 動　員　数 5 広　報　班 ⑤ 動　員　数 15 広　報　班 ⑮ ・広報班：利用者からの問合せ対応及び学校等関係機関への連絡・協力依頼に関すること

議 会 事 務 局 動　員　数 1 広　報　班 ① 動　員　数 2 広　報　班 ② ・広報班：市議会議員への連絡・協力依頼に関すること

給  水  班 ② 給  水  班 ② ・給水班：指定された給水場所での給水作業に関すること　

広　報　班 ④ 広　報　班 ⑥ ・利用者からの問合せ対応、該当区域内の自治会長への連絡・協力依頼及び広報車による周知に関すること

水道経験職員 3 施設復旧班 ③ 水道経験職員 10 施設復旧班 ⑩ ・施設復旧作業に関すること

給水車運転員 3 車　輌　班 ③ 給水車運転員 6 車　輌　班 ⑥ ・給水車両(2ｔ車)の運転及び給水作業に関すること

給  水  班 17 給  水  班 47

広  報  班 23 広  報  班 50

車  輌  班  5 車  輌  班 10

施設復旧班  3 施設復旧班 10

8

そ の 他

合　　　計 48 117動 員 総 数 動 員 総 数

動　員　数支 所 動　員　数 6

建 設 部 動　員　数 10 動　員　数 20

産 業 振 興 部 動　員　数 5 動　員　数 15

用　　　　　　　　　　務用　　　　　　　　　　務用　　　　　　　　　　務用　　　　　　　　　　務

政 策 企 画 部

政策企画課 2 広　報　班 ②

区　　　分 ４　次　体　制４　次　体　制４　次　体　制４　次　体　制 ５　次　体　制５　次　体　制５　次　体　制５　次　体　制

総 務 部

そ　の　他 5 そ　の　他 14

合　　　計 42 109動 員 総 数 動 員 総 数

そ の 他

そ　の　他 14

産 業 振 興 部 動　員　数 5 動　員　数 15

建 設 部 動　員　数 10 動　員　数 20

政 策 企 画 部

政策企画課 2 広　報　班 ②

総 務 部

そ　の　他 5

応　援　職　員　動　員　体　制　応　援　職　員　動　員　体　制　応　援　職　員　動　員　体　制　応　援　職　員　動　員　体　制　及　び及　び及　び及　び　用　務　用　務　用　務　用　務

（本部員を除く職員）（本部員を除く職員）（本部員を除く職員）（本部員を除く職員）

区　　　分 ４　次　体　制４　次　体　制４　次　体　制４　次　体　制 ５　次　体　制５　次　体　制５　次　体　制５　次　体　制 用　　　　　　　　　　務用　　　　　　　　　　務用　　　　　　　　　　務用　　　　　　　　　　務

２０


